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広島県警察HP

〇 歩行者の安全な通行の確保
・ 道路を横断する時は、手をあげる・差し出すなどして、運転者に横断する意思を明確に伝えましょう。
・ ＬＥＤライトや反射材用品を活用し、運転者に早く見つけてもらえるよう自己防衛に努めましょう。

〇 高齢運転者及び二輪車運転者の交通事故防止
・ 加齢に伴う身体能力、判断能力、運転操作能力等の低下によって、危険の発見や危険へ
の対処が遅れることを理解しましょう。

・ 体調が悪いときには、車の運転を控えましょう。

〇 飲酒運転等の根絶
・ 飲酒運転は悪質な犯罪行為です。飲酒運転を絶対にしない・させないようにしましょう。
・ 二日酔いによる飲酒運転に注意しましょう。アルコールの分解には多くの時間を要する
ので､翌日に運転をする場合は､前日の酒量を控えたり､遅い時間まで飲酒をしないことが
大切です。

〇 自転車の安全利用の推進
・ 令和５年４月１日から全ての年齢層の自転車利用者に対し、乗車用ヘルメットの着用が

努力義務となりました。
・ 自転車死亡事故の加害者となった場合、高額な賠償責任が生じることがあります。万一の事故に備えて自
転車保険に加入しましょう。

スローガン：運転は ゆとりとマナーの 二刀流
運動期間 ：１２月１日（金）から１２月１０日（日）までの１０日間

～電話でこんな言葉が出たら詐欺！～
・ 犯人を捕まえたら、あなたのキャッシュカード
を持っていた。

・ 偽造されているかもしれないので、カードを確
認するために家まで行く。

被害にあわないために
・ 不審な電話はすぐに切り、家族や身近な

警察に通 人、警察に相談しましょう。
・ キャッシュカードや通帳などは他人に渡

す さないでください。
・ 在宅時も留守番電話に設定して不審な電
話を受けないようにすることが効果的です。

１月から１０月までの事件数

○盗難 ６件（前年比 ３件減少）

○その他 １２件（前年比 ２件増加）

１月から９月までの事故件数

○物損事故 １３９件

○人傷事故 ７件

※福木交番管内の件数


